
 事業計画書（案） 

 

事 業 の 名 称  大和町町民バス運行事業 

 名 称 大和町 

運 営 主 体 所 在 地 大和町吉岡まほろば一丁目 1番地の 1 

         代 表 者 大和町長 浅野 俊彦 

 名 称 大新東株式会社 仙台営業所 

運 行 事 業 者    所 在 地 仙台市青葉区春日町 7番 32 号 パセオビル 8F 

 代 表 者 佐々木 道也 

 運 行 形 態 路線定期運行 

 運 行 期 間 令和 8年 4月 1日（令和 11 年 3 月 31 日まで） 

 事 業 許 可 道路運送法第 78 条（自家用有償旅客運送） 

 使 用 車 両 バス 3 台（うち予備車 1台） 

普通車 1台（予備車） 

 路 線 1 路線（大和町バスターミナル～宮城大学）別紙 1参照 

事 業 の 概 要 停 留 所 数 32 箇所（34 箇所） 

 系 統 数 2 系統 

 運行ダイヤ 別紙 2参照 

 運 行 回 数 月～土曜日 1日 11 便  

※日曜・祝日及び 12/29～1/3 は運休 

※JCHO 仙台病院行きは 1便のみ 

 利 用 人 数 JCHO 仙台病院への運行回数および降車人数 

100 回  130 人 

令和 7年度見込み 

 全体 14,000 人うち JCHO 利用者 108 人 

 運 賃 設 定 大  人 200 円（同一地区内乗降 100 円） 

小中学生 100 円（同一地区内乗降無料） 

※障がい者無料 

運転免許証自主返納者および 70 歳以上 半額 

運 行 す る 地 域 

の 概 要 

大和町吉岡地区・宮床地区・宮城大学 

（第 2便のみ JCHO 仙台病院まで延伸）                                                           

主 な 利 用 目 的 通学・通院・買い物等 

これまでの経緯等 ・令和 7年 11 月 19日 大和町地域公共交通会議 

 延伸の継続について協議 

 仙台市地域公共交通会議へ付議し協議を調えて運行することで承認 



事 前 確 認 事 項 令和 7年 12 月 1 日  仙台市交通局 事前協議 支障なし 

令和 7年 12 月 2 日   交通管理者  事前協議 支障なし 

（宮城県警察本部交通規制課） 

令和 7年 12 月 4 日   宮城交通株式会社 事前協議 支障なし 

令和 7年 12 月 15 日  宮城県タクシー協会 事前協議 支障なし 

 

協議不要 

・東北運輸局 宮城運輸支局 

 （昨年度協議を調え、道路運送法第 79 条の変更登録済み） 

・ 仙台市都市整備局総合交通政策部公共交通推進課 

 （変更が生じる場合に協議） 

・道路管理者 泉区道路課 

（設置物なし） 

 

 



大和町町民バス運行事業について
（JCHO仙台病院延伸の継続運行）

令和８年１月２８日 大和町まちづくり政策課
（大和町地域公共交通会議事務局）

第７号議案
仙台市地域公共交通会議資料
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１．令和８年度大和町民バスの運行計画について

（１）JCHO仙台病院までの延伸継続

（２）宮城大学前バス停の利用継続

説明事項
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○町民バスの運行について

令和７年４月１日からJCHO仙台病院までの延伸運行を開始し

たが、一定の利用があるため継続運行とする。

（仙台市地域公共交通会議で協議を調える必要あり）

延伸区間の運行状況 運行回数：63回 乗車人数：83人（4月～10月）

その他ダイヤ等については変更せず、今年度と同様の運行体系

を予定する。
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※令和7年11月19日 大和町地域公共交通会議資料



・本町からJCHO仙台病院までの公共交通機関について

１．宮城交通様路線バスにて泉中央経由でJCHO仙台病院まで戻る方法 ※距離が長く時間を要する

２．町民バスから宮城交通様の宮城大学線へ乗り継ぐ方法 ※午前中に宮城大学からJCHO経由の便がない

このことから、下記のとおり町民バスの延伸運行を行うもの。

１．延伸区間等

宮城大学からJCHO仙台病院まで（JCHO仙台病院では降車のみ）

２．延伸する便

第２便（8：34宮城大学着の便） ※乗客が居ない場合は宮城大学止まり

（運行の中断に関しては効率的な運行として認められるもの。）

３．運行期間

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

（１）JCHO仙台病院までの延伸継続
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JCHO仙台病院 降車者数（4～10月）
月 降車回数 降車人数

（総数）
一般 学生

４月 9回 15人 14人 1人

５月 11回 12人 9人 3人

６月 10回 12人 10人 2人

７月 12回 15人 11人 4人

８月 11回 16人 9人 7人

９月 4回 5人 3人 2人

１０月 6回 8人 6人 2人

合計 63回 83人 62人 21人 5



（２）宮城大学前バス停の継続利用

・町民バスの宮城交通様のバスとの乗り継ぎの利便性向上のため、下記の停留所を引き続き共用するもの。

１．停留所名

宮城大学前

※宮城交通 宮城大学線 宮城大学・仙台総合医療大学校前

２．停車する便

第１・２便を除くすべての便

延伸継続と併せ、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで運用する。
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町民バス
宮城大学バス停（構内）
（待機場所）

宮城交通バス停
（仙台方面行き）
町民バス→宮交乗継

宮城交通バス停
（大和町内方面行き）
宮交→町民バス乗継

○バス停位置図
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これまでの経緯

・令和7年11月19日 大和町地域公共交通会議

延伸の継続運行について協議を行う。

なお、仙台市公共交通会議へ付議し 協議を調える旨説明し、承認。

事前協議（書面協議）

・令和7年12月1日 仙台市交通局 支障なし

・令和7年12月2日 交通管理者（宮城県警察本部交通規制課） 支障なし

・令和7年12月4日 宮城交通株式会社 支障なし

・令和7年12月15日 宮城県タクシー協会 支障なし
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